
特定医療費（指定難病）受給者証

更新（継続）手続きのご案内

●10月末までに新しい受給者証の受け取りを希望される方は、7月10日（金）までにお手続きをしていただく

必要がありますが、同日は保健所の書類整理期間となりますので、可能な限り7月９日 (木）までのお手続き

にご協力ください。

●更新手続きに関する詳細は、久留米市のホームページにも掲載しております。

右の二次元コードからの読み取りまたは、 で検索してください。

●7月13日(月)以降の申請は、通常どおり商工会館４階 健康推進課 窓口にて受付いたします。

■特設会場のご案内（10月末までに新しい受給者証の受け取りを希望される方）

●更新申請は原則、特設会場での受付となります。

●下記日程でのお手続きにご協力ください。ご予約は不要です。

※この期間は受付時間が午前は9:00～、午後は13:３0～です。開始時間に注意ください。

※特に初日と午前中は混み合いますので、お時間に余裕をもってお越しください。

※治療費請求がある方は、商工会館4階 健康推進課窓口で手続き後、特設会場へお越しください。

令和８年度

久留米市 難病更新手続き

※6月19日(金)・6月22日(月)・6月26日(金)・6月29日(月)、6月30日(火)、7月８日(水)は、

   特設会場は設置しておりません。商工会館４階 健康推進課窓口でも、受付しておりません。

＜商工会館５階大ホール＞

６月１８日（木）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～17:00

６月２４日（水）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～17:00

７月   １日（水）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～17:00

７月   ７日（火）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～17:00

相談会あり（裏面参照）

６月２３日（火）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～17:00

６月２５日（木）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～19:00

７月   ２日（木）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～17:00

７月   ９日（木）
受付時間 午前：  9:00～12:00

午後：13:30～19:00

＜各総合支所＞

三潴総合支所 2階・運動指導室

７月   ３日（金）
受付時間 午前：  9:00～11:00

北野総合支所 201会議室
７月   ６日（月）
受付時間 午前：  9:00～11:00

城島総合支所 401会議室
７月   ３日（金）
受付時間 午後：  13:30～15:30

田主丸総合支所 多目的室
７月   ６日（月）
受付時間 午後：  13:３0～15:30

※7月3日(金)、7月6日(月)は、商工会館４階 健康推進課窓口では、受付しておりません。



キリトリ

〒830-0022

久留米市城南町15-５  久留米商工会館4階

久留米市保健所 健康推進課 難病チーム 行

（指定難病更新申請書類在中）

あてさき
問い合わせ先

久留米市保健所 健康推進課 難病チーム

TEL : 0942-30-9729 FAX : 0942-30-9833

 平日8 : 30～17 : 15（祝日・年末年始を除く）

※例年、電話や窓口が混み合っております。申請書の記載

方法等については受付時にご案内しますので、事前の電話

や来所はご遠慮いただきますようご協力をお願いします。

難病に関する出張相談会の開催について

福岡県難病相談支援センターの難病相談支援員が療養生活や仕事のことなどの相談に対応します。

日時：令和８年7月7日(火)10:00～16:00
  （1組45分程度  事前予約  先着順）

 場所：商工会館４階  相談室１

＜お知らせ＞

＜予約方法＞
電話もしくは二次元コードから
TEL  092-643-8292

① 左下「あてさき」を切り取り、封筒に貼ってください。
② 書類の追跡可能な簡易書留・配達記録・レターパックで送ってください。
③ 手続き完了の連絡が必要な方は必ず返信用ハガキ（返信先の住所を記入・切手を貼った

       もの）を同封してください。
  【注意事項】

  ※受給者証・マイナンバーカード・領収書等は原本ではなく写しをお入れください。
     ※日中に必ず連絡が取れる電話番号を申請書にご記入ください。

   （申請書に印字されている番号から変更がないか必ずご確認ください。)

郵送申請について（特設会場にお越しいただくことが難しい場合は、郵送も可能です。）

① マイナポータルからダウンロードした資格情報を印刷したもの
※マイナポータルアプリのインストールが必要です。
デジタル庁 マイナポータル「操作マニュアル」 https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623

② 資格確認書の写し 
③ 資格情報のお知らせの写し

マイナ保険証の場合、券面情報では医療保険の加入情報を即時に確認することができません。
このため、大変お手数ですが、提出の対象となる方全員分について、加入する医療保険の情報
が確認できる資料（①～③のいずれか）の写しをご提出ください。

■

① 住所・氏名・加入している医療保険に変更がある方 
（手書き修正をしますので、必ず受給者証原本を持って来場してください）
※更新申請と同時に手続き可能です。
※市外へ転居された方は、転居先での手続きになります。

⓶自己負担上限額の減額がある（見込まれる）方
※新たに高額かつ長期になる・階層区分（市民税の所得割）の変更等で自己負担が減額に
なる場合は、申請月の翌月から適用されますので、お早目の手続きをお勧めします。

お持ちの受給者証（みどり色）の記載内容を変更する場合

注意事項（マイナ保険証をご利用の方へ）
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